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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
・連結子会社の数 ２社
・連結子会社の名称 株式会社プラザクリエイト、株式会社ストアクロス

（注）2022年２月１日に、連結子会社である株式会社
プラザクリエイトスタッフサービスは商号を「株式会
社ストアクロス」に変更しております。

(2) 連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
その他有価証券
・市場価格のない

株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）によっております。

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。
ロ．デリバティブ 原則として時価法によっております。
ハ．棚卸資産

・商品 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
また、一部の商品は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

・製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）によっております。

・原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）によっております。

・貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）によっております。

－ 1 －



ロ．無形固定資産
（リース資産除く）

・自社利用ソフトウェア
　見込利用可能期間（３～５年）で償却しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産 定額法によっております。
（リース資産除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

・建物及び構築物　　　10～47年
・機械装置及び運搬具　５～６年

ハ．リース資産（借手） ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお
ります。

③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の回収可能性を個別
に検討して算出した貸倒見積額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計
年度の負担額を計上しております。

④退職給付に係る会計処理の方法
　一部の国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤収益及び費用の計上基準
　当社及び国内連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31
日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）
を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。顧客による支配の獲得時点は、主に顧客に商品及び
製品を引き渡した時点、または到着した時点で判断しています。

⑥重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
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ニ．ヘッジ有効性
評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれのキャッシュ・フロー総
額の変動額を比較し、両者の変動額を基礎にして検証しておりますが、
ヘッジ対象及びヘッジ手段について元本、利率、期間等の重要な条件が
同一である場合には、本検証を省略することとしております。

　のれんの償却方法
　及び償却期間

のれんは５年で均等償却又は一括償却しております。

⑦重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

なお、金利スワップ取引のうち、「金利スワップの特例処理」（金融商
品に関する会計基準注解（注14））の対象となる取引については、当
該特例処理を適用しております。

ロ．ヘッジ手段と ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 ヘッジ対象 将来の相場（金利）の変動により将来キャッシュ・フロ

ーが変動するリスクのある借入金
ハ．ヘッジ方針 金利リスクのある借入金については、金利スワップ取引により金利リス

クをヘッジしております。

⑧その他連結計算書類作成のための重要な事項
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２．会計方針の変更等
(収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計
基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日)（以下「収益認識会計基準等」とい
う。）を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。

・返品権付取引に係る収益認識
　イメージング事業、モバイル事業セグメントにおける返品権付きの販売に係る取引について、従来は、売
上高と相殺し純額で収益を認識しておりましたが、返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額
を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を
返金負債として認識する方法に変更しております。

・有償支給取引に係る収益認識
　イメージング事業セグメントにおける有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅
を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に
変更しております。

・顧客に支払われる対価に係る収益認識
　モバイル事業セグメントにおけるキャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、従来は、販売
費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しておりま
す。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結
会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収
益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従って
ほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
　この結果、当連結会計年度の売上高は253,763千円、売上原価は12,715千円、販売費及び一般管理費は
247,869千円それぞれ減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は6,821千円増加し、法
人税等調整額は3,213千円減少し、親会社株主に帰属する当期純利益は10,035千円増加しております。ま
た、利益剰余金の当期首残高は28,984千円減少しております。
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(時価の算定に関する会計基準等の適用)
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる連結計算
書類に与える影響はありません。

3．会計上の見積りに関する注記
・固定資産の減損

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　減損損失　127,370千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
　減損の兆候が存在すると判定された資産又は資産グループについて、当該資産の将来キャッシュ・フロ
ーに基づき減損の要否の判定を実施し、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループ
については、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、減損の要否に係る判定単位であるキ
ャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループから概ね独立したキャッシュ・イン
フローを生成させるものとして識別される資産グループを最小単位としております。
②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　将来キャッシュ・フローに用いた主要な仮定は、部門ごとの事業計画を基礎としており、当該事業計画
には携帯電話端末等の販売台数及びプリント製品やプリント関連商品等の販売数の見込み等が含まれてお
ります。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　これらの仮定は将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、翌連結会計年度以降の連結
計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

・繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　　繰延税金資産　21,850千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法
　将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の事業計画を基礎とした課税所得の見積りに
基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに基づいており、そこでの重要な仮定は、重要
な子会社である株式会社プラザクリエイトの売上高成長率になります。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　将来の課税所得が、経済環境の変化や収益性の低下により予想された額よりも低い場合には、翌連結会
計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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・新型コロナウイルス感染拡大の影響
　新型コロナウイルス感染症拡大により、当社は国内外の移動制限に伴う営業活動の停滞、店舗の臨時休業
などの影響を受けております。
　新型コロナウイルス感染症の影響については、その収束時期の見通しが立っておりませんが、当社グルー
プでは、今後、徐々に回復に転じるものと仮定して会計上の見積りを行っております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果は
これらの仮定と異なる場合があります。
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建物及び構築物
土地

26,015千円
242,350千円

計 268,365千円

買掛金 11,070千円
計 11,070千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 3,467,381千円

場 所 用 途 種 類 金額（千円）

東日本地区　　14店舗 店 舗 建 物 等 20,262

関　東地区　　49店舗 店 舗 建 物 等 64,654

西日本地区　　23店舗 店 舗 建 物 等 23,918

本　部　等 共 用 資 産 等 建 物 、 機 械 装 置
及 び 運 搬 具 そ の 他 18,535

合 計 127,370

4．連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

②担保に係る債務

5．連結損益計算書に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
客との契約から生じる収益の金額は、連結注記表「10.収益認識に関する注記　(1)顧客との契約から生じ
る収益を分解した情報」に記載しております。

(2)減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

　当社グループは、事業用資産において、事業区分をもとに、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出
す最小単位ごとに行っており、事業用資産のうち店舗資産については店舗単位で資産のグルーピングを行
っています。なお、賃貸用不動産及び遊休資産については、当該資産を独立したグルーピングとしており
ます。店舗については、営業損益が継続してマイナス等である店舗を対象に帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物
92,085千円、その他16,750千円であります。なお、店舗の回収可能価額は、使用価値により測定してお
り、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため回収可能価額は零として評価してお
ります。また、本部等の廃棄を決定した共用資産等について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物145千円、その他18,389千円で
あります。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 13,836,258株 －株 －株 13,836,258株

2021年６月29日開催の第34回定時株主総会による配当に関する事項
・配当金の総額 148,074千円
・１株当たり配当額 12.00円
・基準日 2021年３月31日
・効力発生日 2021年６月30日

2022年６月29日開催の第35回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配当金の総額 121,432千円
・１株当たり配当額 10.00円
・基準日 2022年３月31日
・効力発生日 2022年６月30日

6．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度となるもの

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

7．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を
調達しております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。ま
た、投資有価証券の上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。
　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需
の範囲で行うこととしております。
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(単位：千円)
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

(1) 投資有価証券
その他有価証券 16,902 16,902 －

(2) 長期貸付金（1年内回収予定含む） 62,817 61,454 △1,362
(3) 敷金及び保証金 1,379,898 1,350,804 △29,094
資産計 1,459,618 1,429,162 △30,456
(1) 長期借入金（1年内返済予定含む） 4,731,547 4,732,159 612
(2) リース債務（1年内返済予定含む） 176,679 177,293 614
(3) 長期預り保証金 186,171 178,521 △7,649
負債計 5,094,398 5,087,974 △6,423
デリバティブ取引 － － －

(単位：千円)
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 5,061

その他 99,103

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。

（*1）　現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、未収入金、買掛金、未払金、短期借入金並び
に未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま
す。

（*2）　市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券　その他有価証券」に含まれておりません。当該連結貸
借対照表計上額は以下の通りであります。

（3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券

株式 16,902 － － 16,902

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 61,454 － 61,454
敷金及び保証金 － 1,350,804 － 1,350,804
長期借入金 － 4,732,159 － 4,732,159
リース債務 － 177,293 － 177,293
長期預り保証金 － 178,521 － 178,521

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。

長期貸付金
　長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び国債の利
回りにより割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価は、償還予定時期を見積もり、国債の利回りにより割り引いた現在価値により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。また、一部の長期借入金
の時価は、変動金利によるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい
るため、レベル２の時価に分類しております。

リース債務
　リース債務の時価は、元利金の合計額を新規に同様のリース契約を行った場合に想定される利率
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(単位：千円)
連結貸借対照表計上額 時価

1,420,184 1,679,428

(1) １株当たり純資産額 220円90銭
(2) １株当たり当期純利益 ９円80銭

長期預り保証金
長期預り保証金の時価は、償還予定時期を見積もり、国債の利回りにより割り引いた現在価値により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金に含めて記載しております（上記長期借入金 参照）。

８．賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、神奈川県その他の地域において、賃貸用建物（土地を含む）を有しておりま
す。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

２. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づく社外の不動産鑑定士による評
価額または、自社で算定した金額（指標を用いて調整を行ったものを含む）であります。

9．１株当たり情報に関する注記
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（単位：千円）
報告セグメント

その他 合計イメージング
事業 モバイル事業 計

売上高

物品売上 2,919,689 16,889,674 19,809,364 － 19,809,364

手数料、使用料等収入 332,483 1,045,928 1,378,412 － 1,378,412
顧客との契約から生じ
る収益 3,252,173 17,935,603 21,187,776 － 21,187,776

その他の収益 531,754 － 531,754 － 531,754

外部顧客への売上高 3,783,927 17,935,603 21,719,531 － 21,719,531

当連結会計年度

　顧客との契約から生じた債権（期首残高） 2,236,782千円

　顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,121,121

10．収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
　主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　⑤収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
顧客との契約から生じた債権は以下の通りであります。

11．重要な後発事象に関する注記
　 該当事項はありません。
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②無形固定資産
（リース資産除く）

自社利用ソフトウェアについては、見込利用可能期間（３～５年）を耐
用年数とする定額法によっております。

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券

・市場価格のない
　株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によっております。
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。

②デリバティブ 原則として時価法によっております。
(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法によっております。
（リース資産除く） なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

・建物 10～18年
・車両運搬具 ４～６年
・工具、器具及び備品 ２～８年

③リース資産（借手） ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお
ります。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の回収可能性を個別
に検討して算出した貸倒見積額を計上しております。

②賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担
額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しており、約束
した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識しています。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建の資産及び負債は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
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・ヘッジ有効性
評価の方法

ヘッジ対象及びヘッジ手段について、それぞれのキャッシュ・フローの
総額の変動額を比較し、両者の変動額を基礎にして検証しております
が、ヘッジ対象及びヘッジ手段について元本、利率、期間等の重要な条
件が同一である場合には、本検証を省略することとしております。

おります。
(6) ヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップ取引のうち、
「金利スワップの特例処理」（金融商品に関する会計基準注解（注
14））の対象となる取引については、当該特例処理を適用しておりま
す。

・ヘッジ手段 金利スワップ取引
・ヘッジ対象 将来の相場（金利）の変動により将来キャッシュ・フローが変動するリ

スクのある借入金
・ヘッジ方針 金利リスクのある借入金については、金利スワップ取引により金利リス

クをヘッジしております。

2．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から
適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　これによる、計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
　これによる、計算書類に与える影響はありません。

3．会計上の見積りに関する注記
(1) 関係会社長期貸付金の貸倒引当金
①当事業年度に関わる計算書類に計上した金額
　貸倒引当金　1,450,616千円
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②その他の情報
　関係会社長期貸付金のうち、将来において回収が見込めない部分について貸倒引当金を設定しておりま
す。これらの見積りは、連結注記表「５．連結損益計算書に関する注記」に記載の方法で計上された減損
損失反映後の純資産額に対して、貸倒引当金を計上しております。なお、将来の不確実な経済状況及び会
社の経営状況に影響を受け、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の計算
書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性
①当事業年度に関わる計算書類に計上した金額
　繰延税金資産　21,850千円
②その他の情報
　連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記　(2)繰延税金資産の回収可能性　②その他の情報」に記
載した内容と同一になります。

(3) 新型コロナウイルス感染拡大の影響
　連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記　(3)新型コロナウイルス感染拡大の影響」に記載した内
容と同一になります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 44,948千円

金融機関からの借入 16,630千円
仕入取引に対する債務 1,374,001千円
リース取引に対する債務 171,872千円

計 1,562,504千円

その他の短期金銭債権 259,416千円
その他の短期金銭債務 4,048千円

4．貸借対照表に関する注記

(2) 保証債務
関係会社の債務に対する保証

株式会社プラザクリエイト

他の会社の債務に対する保証
　該当事項はありません。

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
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営業取引による取引高
売上高 431,190千円

営業取引以外の取引による取引高 180,411千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 1,496,701株 196,300株 －株 1,693,001株

繰延税金資産
賞与引当金 944千円
貸倒引当金繰入超過額 469,046千円
関係会社株式 25,643千円
減損損失 7,051千円
税務上の繰越欠損金 130,783千円
その他 3,976千円

繰延税金資産小計 637,445千円
評価性引当額 602,845千円
繰延税金資産合計 34,600千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 11,925千円
資産除去債務の適用に伴う有形固定資産 823千円

繰延税金負債合計 12,749千円
繰延税金資産の純額 21,850千円

5．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

6．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

7．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種類 会社等の
名称 所在地

資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容 取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

子会社
株 式 会
社 プ ラ
ザ ク リ
エイト

東京都
中央区 10,000

プリント
ショップ
の経営と
フランチ
ャイズの
展開並び
にＷｅｂ
サイトを
運営

携帯販売

直接
100.0

資金の援助
役員の兼任

手数料収入
（注１） 430,590 売掛金 43,340

従業員出向
料
（注２）

3,028,583
未収入金 214,737

立替経費
（注３） 9,344

受取利息
（注４） 180,166

長期貸付金 9,175,879資金の貸付
（注４） 1,680,000

資金の返済 1,250,000
貸倒引当金
繰入額
（注５）

248,026 貸倒引当金 1,388,528

銀行借入に
対する債務
保証
（注６）

16,630 － -

仕入先に対
する債務保
証
（注７）

1,374,001 － -

リース取引
に対する債
務保証
（注８）

171,872 － -

従業員受入
出向料
（注９）

15,855 未払金 3,988
立替経費

（注10） 2,742

子会社
株 式 会
社 ス ト
ア ク ロ
ス

東京都
中央区 10,000

障害者雇
用特例子
会社

直接
100.0

資金の援助
役員の兼任

受取利息
（注４） 244 長期貸付金 66,800
貸倒引当金
繰入額
（注５）

5,080 貸倒引当金 62,088

8．関連当事者との取引に関する注記
(1) 子会社
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(1) １株当たり純資産額 227円37銭
(2) １株当たり当期純利益 7円45銭

(2) 役員及び個人主要株主等
 　該当事項はありません。

取引条件及び取引条件の決定方法等
(注)１. 当社は、ブランド管理及び経営指導並びに管理業務の対価として、手数料収入を受け取っておりま

す。ブランド管理は、ロイヤリティとして店舗の売上高の一定割合により、経営指導及び管理業務は
概ね実費に基づき、グループ会社との間で同一の合理的な基準により決定しております。
　なお、ロイヤリティについては、年度売上高予算額により算出した金額を月数案分した金額にて月
度の請求額とし、年度売上高実績値により算出した金額との差額を年度末において精算することとし
ております。

２. 従業員出向料については、当社従業員の子会社への出向に対する対価であり実費に基づいた金額であ
ります。

３. 立替経費については、当社が子会社の諸経費を立て替えたものであり実費に基づいた金額でありま
す。

４. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
５. 貸倒引当金の設定については、貸付金に対して事業計画に基づき行ったものであります。
６. 銀行借入（56百万円、期限５年）に対する債務保証を行ったものであります。なお、保証料は受領し

ておりません。
７. 通信会社等からの仕入債務に対するものであります。
８. リース取引によるリース債務に対するものであります。
９. 従業員受入出向料については、子会社従業員が当社に出向した対価であり実費に基づいた金額であり

ます。
10. 立替経費については、子会社が当社の諸経費を立て替えたものであり実費に基づいた金額でありま

す。

8．１株当たり情報に関する注記

9．収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）
重要な会計方針に係る事項に関する注記「(4) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（注） 記載金額は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり情報に関する注
記については、表示数値未満の端数を四捨五入して表示しております。
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